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【第４号議案】 

令和７年６月 19日 

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会 定款 新旧対照表 

 

新 旧 備考欄 

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会定款 

 

平成 25年９月２日制定 

平成 26年５月 22日一部改訂 

平成 29年５月 25日一部改訂 

令和元年６月 20日一部改訂 

令和４年６月 16日一部改訂 

令和７年６月 19日一部改訂 

 

第１章 総則 

 

(名称) 

第１条 この法人は、公益社団法人大阪府臨

床検査技師会と称する。 

(事務所) 

第２条 この法人は、主たる事務所を大阪市に

置く。 

 

（略） 

 

第４章 総会 

 

(構成) 

第 11 条 総会は、すべての正会員をもって構

成し、種別は定時総会及び臨時総会の２種

とする。 

２ 前項の総会をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律上の社員総会とす

る。 

(権限) 

第 12条 総会は、次の事項を決議する。 

(１)会員の除名 

(２) 理事及び監事の選任又は解任 

(３) 貸借対照表及び損益計算書（正味財

産増減計算書）並びにこれらの附属明細書

の承認 

(４) 定款の変更 

公益社団法人 大阪府臨床検査技師会定款 

 

平成 25年９月２日制定 

平成 26年５月 22日一部改訂 

平成 29年５月 25日一部改訂 

令和元年６月 20日一部改訂 

令和４年６月 16日一部改訂 

 

 

第１章 総則 

 

(名称) 

第１条 この法人は、公益社団法人大阪府臨

床検査技師会と称する。 

(事務所) 

第２条 この法人は、主たる事務所を大阪市に

置く。 

 

（略） 

 

第４章 総会 

 

(構成) 

第 11 条 総会は、すべての正会員をもって構

成し、種別は定時総会及び臨時総会の２種

とする。 

２ 前項の総会をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律上の社員総会とす

る。 

(権限) 

第 12条 総会は、次の事項を決議する。 

(１) 会員の除名 

(２) 理事及び監事の選任又は解任 

(３) 貸借対照表及び損益計算書（正味財

産増減計算書）並びにこれらの附属明細書

の承認 

(４) 定款の変更 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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(５) 解散及び残余財産の処分 

(６) その他総会で決議するものとして法令

又はこの定款で定められた事項 

(開催) 

第 13条 定時総会は、毎事業年度終了後３か

月以内に１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当

するときに開催する。 

(１) 理事会が必要と認めたとき。 

(２) 総正会員の議決権の 10 分の１以上の

議決権を有する正会員から総会の目

的たる事項及び招集の理由を示して請

求が会長に対しあったとき。 

(招集) 

第 14条 総会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、理事会の決議に基づき会長が招

集する。 

２ 会長は、前条第２項第２号の規定による請

求があったときは、その請求があった日から

30 日以内の日を臨時総会の日とする臨時

総会の招集の通知を発しなければならな

い。 

３ 総会を招集するときは、会長は、少なくとも

開催の日の１週間前までに議案内容、日

時、場所を記載した書面又は電磁的方法で

もって、通知を発しなければならない。ただ

し、総会に出席しない正会員が書面又は電

磁的方法によって議決権を行使することが

できることとするときは、２週間前までに通知

を発しなければならない。なお、総会参考資

料等については電磁的方法をとるものとす

る。 

 

（略） 

 

第５章 役員                                                                                                        

 

(役員の設置) 

第 20条  この法人に次の役員を置く。 

(１) 理事   12名以上 20名以内、内１名以

上は当会会員および使用人でない者（外部

理事） 

(５) 解散及び残余財産の処分 

(６) その他総会で決議するものとして法令

又はこの定款で定められた事項 

(開催) 

第 13 条 定時総会は、毎事業年度終了後３ヶ

月以内に１回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当

するときに開催する。 

(１) 理事会が必要と認めたとき。 

(２) 総正会員の議決権の 10 分の１以上の

議決権を有する正会員から総会の目

的たる事項及び招集の理由を示して請

求が会長に対しあったとき。 

(招集) 

第 14条 総会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、理事会の決議に基づき会長が招

集する。 

２ 会長は、前条第２項第２号の規定による請

求があったときは、その請求があった日から

30 日以内の日を臨時総会の日とする臨時

総会の招集の通知を発しなければならな

い。 

３ 総会を招集するときは、会長は、少なくとも

開催の日の１週間前までに議案内容、日

時、場所を記載した書面又は電磁的方法で

もって、通知を発しなければならない。ただ

し、総会に出席しない正会員が書面又は電

磁的方法によって議決権を行使することが

できることとするときは、２週間前までに通知

を発しなければならない。 

 

 

 

（略） 

 

第５章 役員                                                                                                        

 

(役員の設置) 

第 20条  この法人に次の役員を置く。 

(１) 理事   12名以上 18名以内 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（変更） 

（追加） 
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(２) 監事   ３名以内、内１名以上は当会会

員および使用人でない者（外部監事） 

２ 理事のうち１名を会長、３名以内を副会長、

３名以内を常務理事とする。 

３ 前項の会長をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律上の代表理事と

し、副会長及び常務理事をもって同法第 91

条第１項第２号の業務執行理事とする。 

 

（略） 

 

第７章 資産及び会計 

 

(事業年度) 

第 34 条 この法人の事業年度は、毎年４月１

日に始まり翌年３月 31日に終わる。 

(事業計画及び収支予算) 

第 35 条 この法人の事業計画書、収支予算

書、資金調達及び設備投資の見込みを記

載した書類については、毎事業年度開始の

日の前日までに、会長が作成し、理事会の

承認を受けなければならない。これを変更

する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、

当該事業年度が終了するまでの間備え置

き、一般の閲覧に供するものとする。 

(事業報告及び決算) 

第 36 条 この法人の事業報告及び決算は、

毎事業年度終了後、会長が次の書類を作

成し、監事の監査を受け、理事会の承認を

経て、定時総会で報告と承認を得なければ

ならない。 

(１) 事業報告 

(２) 事業報告の附属明細書 

(３) 貸借対照表 

(４) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

(５) 貸借対照表及び損益計算書（正味財

産増減計算書）の附属明細書 

(６) 財産目録 

２ 毎事業年度の経過後３か月以内に、法に

定めるところにより、計算書類、財産目録等

を大阪府知事に提出しなければならない。 

(２) 監事   ２名以内 

 

２ 理事のうち１名を会長、３名以内を副会長、

３名以内を常務理事とする。 

３ 前項の会長をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律上の代表理事と

し、副会長及び常務理事をもって同法第 91

条第１項第２号の業務執行理事とする。 

 

（略） 

 

第７章 資産及び会計 

 

(事業年度) 

第 34 条 この法人の事業年度は、毎年４月１

日に始まり翌年３月 31日に終わる。 

(事業計画及び収支予算) 

第 35 条 この法人の事業計画書、収支予算

書、資金調達及び設備投資の見込みを記

載した書類については、毎事業年度開始の

日の前日までに、会長が作成し、理事会の

承認を受けなければならない。これを変更

する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、

当該事業年度が終了するまでの間備え置

き、一般の閲覧に供するものとする。 

(事業報告及び決算) 

第36条 この法人の事業報告及び決算は、毎

事業年度終了後、会長が次の書類を作成

し、監事の監査を受け、理事会の承認を経

て、定時総会で報告と承認を得なければな

らない。 

(１) 事業報告 

(２) 事業報告の附属明細書 

(３) 貸借対照表 

(４) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

(５) 貸借対照表及び損益計算書（正味財

産増減計算書）の附属明細書 

(６) 財産目録 

２ 毎事業年度の経過後３箇月以内に、法に

定めるところにより、計算書類、財産目録等

を大阪府知事に提出しなければならない。 

（変更） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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（略） 

 

第９章 定款の変更及び解散 

(定款の変更) 

第 39 条 この定款は、総会の決議によって変

更することができる。 

(解散) 

第 40条 この法人は、総会の決議その他法令

で定められた事由により解散する。 

(公益認定の取消し等に伴う贈与) 

第 41 条 この法人が公益認定の取消しの処

分を受けた場合又は合併により法人が消滅

する場合（その権利義務を承継する法人が

公益法人であるときを除く。）には、総会の

決議を経て、公益目的取得財産残額に相

当する額の財産を、当該公益認定の取消し

の日又は当該合併の日から１か月以内に、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人

又は国若しくは地方公共団体に贈与するも

のとする。 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

第９章 定款の変更及び解散 

(定款の変更) 

第 39 条 この定款は、総会の決議によって変

更することができる。 

(解散) 

第 40条 この法人は、総会の決議その他法令

で定められた事由により解散する。 

(公益認定の取消し等に伴う贈与) 

第 41 条 この法人が公益認定の取消しの処

分を受けた場合又は合併により法人が消滅

する場合（その権利義務を承継する法人が

公益法人であるときを除く。）には、総会の

決議を経て、公益目的取得財産残額に相

当する額の財産を、当該公益認定の取消し

の日又は当該合併の日から１箇月以内に、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人

又は国若しくは地方公共団体に贈与するも

のとする。 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 


